
卓球クラブ会則 
1. 名称 本団体（以下「本サークル」という。）は「卓ジョイ会」と称する。 

現在登録名 ：卓ジョイ会 
2. 代表・連絡先・事務所の名称・住所・電話番号・Mail 

代表者氏名 ：冨土原 弘二 
住所・連絡先 ：〒76１−1703 ⾼松市⾹川町浅野３４５−１２ 
携帯電話 ：090-3783-0736 
Mail :kojikoji-2110@ezweb.ne.jp 
 
事務連絡者 ：塩入 勝照 
住所・連絡先 ：〒762-0012 坂出市林⽥町２４−２ 
携帯電話 ：090-3780-2995 
電話 ：0877-47-0510 
FAX ：0877-47-3422 
Mail  : m-shioiri@shioiri.co.jp 

 
3. 目的 （具体的に記入） 

a. 卓球を通じての運動で健康、体力維持、増進に努める。 
b. リハセンター主催の卓球大会に出場する。 
c. 会員同士の親睦活動 

 
 
4. 活動 

a. リハセンター体育館を利用しての練習、ゲーム。 
b. （リハセンター施設利用時はリハセンターの使用規則に従い、準備後片付け等をする。） 
c. 団体での卓球大会の開催 
d. 他団体主催の卓球大会への参加 

 
 
5. 組織構成 

a. 本サークルは入会者を構成員（以下「会員」という）として組織する。 
b. 障がい者を含む団体になります。 
c. 健常者の方も入会できます。 
d. 介助者の方も会員に含まれます 

 
 
  



6. 役員 
a. 本サークルには、会⻑を置く。ただし、必要がある場合は、副会⻑、会計その他の役員を置

くことができる。 
b. 会⻑の職務 

i. 会費の徴収、管理、ボール購入管理。 
ii. 日々の利用開始、終了時に既定の用紙に報告書を提出する。 
iii. 会⻑不在時は適時代表を決め書類を提出する。 
iv. イベント開催時は参加者の確認をして提出用名簿、必要書類を作成、提出する。 

c. 事務連絡者 
i. 体育館の利用予約をする。  

7. 会計 
a. 部員は活動のために、部費を納めるものとする。金額は別に定める。 
b. 部費の使途は主にボール代、事務消耗品費用、通信費に充てる。 
c. 会計年度は４月から３月までとし、年に一度、会員に会計報告を行い、承認をえるものとす

る。 
d. 入会する者は、会⻑にその旨を伝え、入会届を提出する。 
e. 退会する者は、会⻑にその旨を伝え、退会届を提出する。 
f. 役員である者は、必ず後任を選出し、その者に引継ぎを行った後、退会を認める。 

8. 会則その他の変更 
a. 会則その他の変更は、役員の会議を経た後、部員の承認を得るものとする。 

 
9. 罰則等 

a. 会員が以下の行為を行った場合は、その程度により、注意喚起し、又は退会を促すことがあ
る。 

b. 第３，４条の目的から外れた活動をおこなったとき。 
c. 役員が、職務を遂行しなかったとき。 
d. 会費を納めなかったとき。 
e. サークル活動を著しく妨害したとき。 
f. 社会人としてのマナーに反する行為があったとき。 

 
10. 附則 

a. 本会則は令和 3 年１０月１日から施工する。 
 

11. 会費金額 
a. 年会費：令和３年度 １０月１日〜令和４年３月３１日 （1000 円） 
b. 年会費：令和 4 年度：4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで（2000 円） 
c. 介助者は会費不要とする。 
d. イベント開催費用の参加費等は実施毎に協議して決める。 

  



 

卓球サークル「卓ジョイ会」入会申込書 
 

私は「卓ジョイ会」の趣旨に賛同し、次の要領に従い「卓ジョイ会」への入会を申し込みます。 
会員である期間：入会日より 1 年間（入会日＝申込日）※詳しくは会則 １０ に記載。 
会費等：1 口（入会金  円、年会費 2000 円）事務局に手渡しします。 

※ １０月以降の入会者の年会費は￥１０００円とする。 
本申込書を手渡し事務局へ提出します。 
サークルの規約を守り活動します。 
何らかの事情で退会する場合は、退会届を手渡しします。 
 
 
入会申込書 

入会申し込み日：  令和 年  月  日 
氏 名 誕 生 日 

よみがな  

ご   住   所 
〒 

連 絡 先 電 話 番 号 F A X 番 号 
  

メールアドレス 
 

卓球経験年数・経歴等ありましたら記入ください 
 

会 費 金 額 

￥ 
 
※ 退会届は入会申込書の「入会申込書」部分に二重線を記入し、上部に退会届と記入して使用

する。 


